
建築物の省エネルギー消費性能の向上等に関する法律 

第３０条に基づく認定に係る技術的審査業務審査料金規則 

 

(目的) 

第１条 この規程は、別に定める「建築物の省エネルギー消費性能の向上等に関する法律

（以下「法」という。）第３０条に基づく認定に係る技術的審査業務規程」（以下「業務

規程」という。）に基づき一般財団法人ベターリビング（以下「当財団」という。）が法

第３０条第１項に基づく認定に係る技術的審査業務に係る審査料金（以下「技術的審査

料金」という。）について、必要な事項を定める。 

 

（技術的審査料金） 

第２条 業務規程第 12条に規定する技術的審査料金は、別表に掲げるとおりとする。 

 

（技術的審査料金の納入） 

第３条 依頼者は、技術的審査料金を銀行振込により納入する。ただし、やむを得ない事

由がある場合は、別の納入方法によることができる。 

２ 前項の納入に要する費用は依頼者の負担とする。 

 

（技術的審査料金を減額するための要件） 

第４条 技術的審査料金は、次に掲げる場合に減額することができるものとする。 

(1) 技術的審査依頼とともに、建築基準法第６条の２第１項の確認の申請を行うとき。 

(2) 標準設計を用いた複数の建築物に係る評価依頼が、一定期間内に見込めるときで、

評価が効率的に実施できると財団が判断したとき。 

(3) あらかじめ財団が定める日又は期間内に評価依頼を行ったとき。 

 

（技術的審査料金を増額するための要件） 

第５条 技術的審査料金は、次に揚げる場合に増額することができるものとする。 

(1) 別表に定める技術的審査料金に含まれない業務を実施しなければ、評価が行えない

と当財団が判断したとき。 

 

（技術的審査料金の返還） 

第６条 納入した技術的審査料金は、返還しない。ただし、当財団の責に帰すべき事由に

より技術的審査業務が実施できなかった場合には、この限りでない。 

 

（附則） 

この規則は２０１９年１１月１８日より施行する。 

（附則） 

この規則は２０２１年４月１日より施行する。 

（附則） 

この規則は２０２５年４月１日より施行する。 



 

別表１ 住宅の技術的審査料金 

（い） 

建て方 

（ろ） 

適用範囲等 

（は） 

金 額（円）※１ 

（括弧内は消費税抜きの料金） 

一戸建ての住宅 － 46,200(42,000) 

※１ 当財団で、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく設計住宅性能評価・長

期使用構造等であるかの確認、低炭素建築物認定に係る技術的審査、建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適

合性判定、フラット３５Ｓの設計検査その他の評価（以下「設計評価等」という。）

により外皮基準及び一次エネルギー消費性能基準の評価を実施する場合の料金

は 11,000 円（10,000 円）とする。 

※２ 共同住宅の技術的審査料金は、別途見積ることとする。 

※３ 非住宅用途を有する場合、当該部分は別表２による。また、宿泊の用途に供する

ゲストルームは住戸として取扱うこととする。 

 

別表２ 非住宅の技術的審査料料金 

（い） 

用いる評価手法 

（ろ） 

適用範囲等 

（は） 

金 額（円）※１ 

（括弧内は消費税抜きの料金） 

通常の計算法 

（標準入力法及び主要室

入力法） 

2,000㎡以下の建築物 165,000(150,000) 

2,000 ㎡を超え、5,000 ㎡以下

の建築物 
275,000(250,000) 

5,000㎡を超え、10,000㎡以下

の建築物 
385,000(350,000) 

10,000 ㎡を超え、20,000 ㎡以

下の建築物 
440,000(400,000) 

20,000㎡を超える建築物 別途見積りによる 

モデル建物法※２ 

2,000㎡以下の建築物 99,000(90,000) 

2,000 ㎡を超え、5,000 ㎡以下

の建築物 
132,000(120,000) 



5,000㎡を超え、10,000㎡以下

の建築物 
165,000(150,000) 

10,000㎡を超える建築物 220,000(200,000) 

※１ モデル建物法による申請において、2 を超える用途が複合する場合は（は）欄

に定める金額を 1.5倍した金額を評価料金とする。 

 

（別表１、別表２共通事項） 

１ 財団が技術的審査を行った建築物の計画変更により再評価する場合には、表中の

金額をもとに、変更内容に応じてその都度見積ることとする。 

２ 改修前後の技術的審査を行う場合は、１．５倍を乗じた技術的審査料金とする。 

  ３ 法第３０条第１項第４号関係（建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物

に係る事項が記載されたものに限る。）への適合性の技術的審査を行う場合、申請

対象の建築物ごとに技術的審査料金を算定し合算する。 

 


